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中央市民館の今後のあ
り方は　　　　　　　

隣保館の本来の目的に
沿った事業を進める　

新たな産業用地の整備
を調査研究していく　

個
人
質
問

個
人
質
問

つ　市　議　会　だ　よ　り

中勢北部サイエンスシ
ティの今後は　　　　

▲100%分譲済みとなった中勢

　北部サイエンスシティ

▲北神山の皆さんの思い入れの

　ある安西・雲林院幼稚園跡地

問　中勢北部サイエンスシティ

は100％分譲済みであるが、昭

和57年の計画当初は、産業業務

施設の地方分散の受け皿となる

ことや、県都津市の求心力の向

上などが目的とされていた。開

発用地は分譲したが、元の目的

を達成されたとは言えない。

　今後については、サイエンス

シティの拡張や他の場所の開発

など長期的に考えていくべきで

はないか。

答　中勢北部サイエンスシティ

の分譲が100％となったが、

元々の全体計画区域は498ヘク

タールと非常に大きなものであ

る。

　今後の新たな産業用地に係る

整備については、まず民間未利

用地等を紹介するとともに世界

的な新型コロナウイルス感染症

による影響や今後の社会経済情

勢の動向を見極めつつ、既に立

地している企業や立地を希望さ

れている企業等におけるニーズ

や意向を注視しながら、新たな

立地基盤の在り方について調査

研究していく。

●その他の質疑・質問●

○ため池の整備状況について

○コンビニ交付について

○北消防署の整備について

○地籍調査のリモートセンシン

グデータの活用について

問　中央市民館が、特定の自治

会と行政の不適切な執行疑惑の

舞台となり、前館長が逮捕され

た。津市人権施策基本方針では、

さまざまな人権課題の１つ目と

して、同和問題を失効した同和

対策事業特別措置法から書き起

こしている。2002年の法失効で

同和地区は存在しない。この基

本方針は現状に合っているか。

　また、中央市民館の業務の見

直しはどのようにするのか。

答　津市人権施策基本方針は、

平成20年７月に策定したもので

あり、策定から現在までに、社

会情勢が大きく変化し、新たな

人権課題も生じてきている。そ

のため、津市人権施策審議会の

委員からの意見聴取や市役所の

推進体制の見直しなど改定に向

けた取り組みを進めている。

　中央市民館は社会福祉法に規

定される隣保事業を行う隣保館

であり、津市の条例において、

市民の健全な文化生活を育成し、

社会福祉の増進を図るために設

置されたものである。今後、中

央市民館で行われている業務を

一つ一つ点検し、業務の是正を

行い、隣保館としての本来の目

的に沿った事業を進めていく。

　  ●その他の質疑・質問●

○旧安西・雲林院幼稚園の跡地

利活用について
 ● 地元説明を丁寧に

 ● 廃止された公共施設において、

地域との合意をどう進めるか

○「デジタル関連法」で自治体

のデータ利活用はどうなるのか

 ● 個人情報の扱いは

 ● 対面の行政サービスは

○Wi－Fi設置による公共施設

のネット環境整備を

日本共産党津市議団
に ほんきょうさん とう ぎつ し だん
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